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は　じ　め　に

　本市は、合併後の新しいまちづくりの指針となる第7次土浦市総
合計画を平成20年3月に策定し、様々な施策・事業を計画的かつ総
合的に推進してまいりました。
　しかし、ここ数年、世界的な金融市場の混乱、少子高齢化の急激
な進行、地球規模での環境問題、さらには、東日本大震災の発生な
ど、先例のない課題に直面しています。
　また、地方をめぐる動きとしまして、地域主権改革による自主・
自立した地域社会の形成や都市間競争が進むなど、自治体を取り巻
く環境は刻一刻と変化しています。
　さらに、本市におきましては、土浦駅前の大型店の撤退や市役所

本庁舎の半世紀ぶりの街なか移転の決定など、大きな変革期を迎えています。
　このような状況の中、社会経済情勢等の変化を踏まえつつ、各界各層の皆様方からの多くのご意
見を伺いながら、今後5年間にわたるまちづくりの指針となる後期基本計画を策定しました。
　本計画は、分野横断的に重点的かつ優先的に進める施策・事業を「つちうら戦略プラン」として位
置づけ、戦略的な展開を図ることで、市の将来像である「水・みどり・人がきらめく　安心のまち　
活力のまち　土浦」の実現を目指すものでございます。
　本計画の推進に当たりましては、市民の皆様との協働による取組が何より重要であると考えてお
ります。将来にわたり、住んでみたい、住んで良かったと実感できる土浦の創造に向け、さらなる
努力を続けてまいりますので、市民の皆様のより一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げま
す。
　結びに、本計画の策定に際しまして、貴重なご意見・ご提言いただきました市民の皆様をはじめ、
市議会議員各位、熱意を持ってご審議をいただきました総合企画審議会委員の皆様に心からお礼を
申し上げます。

平成25年2月
土浦市長



土浦市民憲章� 昭和50年12月23日制定

　　　わたくしたちは
　　　　常陸野にたつ　ゆるぎない筑波と
　　　　霞ケ浦のひろがりを　こころとして生きる
　　　　土浦の市民です
　　　この郷土に　はぐくまれるわたくしたちは
　　　　秩序あるさわやかなまちづくりをめざし
　　　　期待と　ねがいをこめて
　　　　ここに　市民憲章をさだめます

　　　　　1　たがいに信じ　助けあう
　　　　　　　　　　　あたたかいこころを　そだてましよう
　　　　　1　からだをきたえ　仕事にはげみ
　　　　　　　　　　　あかるい家庭を　きずきましよう
　　　　　1　自然を愛し　水とみどりの
　　　　　　　　　　　きれいなまちを　つくりましよう
　　　　　1　知性を高め　教養をつちかい
　　　　　　　　　　　文化のみのりを　ひろげましよう
　　　　　1　伝統をふまえ　未来をみつめる
　　　　　　　　　　　若い力を　のばしましよう

� 市の木� 市の花� 市の鳥

� ポプラ� サクラ� ヨシキリ

� ケヤキ� � ウグイス
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